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               令和４年２月号 令和４年２月号              

 令和４年がスタートしました。今年は「壬寅（みずのえ とら）」。「厳しい冬を越え、新しい生命が芽生

え、成長する」の意味があるそうです。ご家庭や地域の皆様にとって健康で、幸多い一年となりますようご祈念

申し上げます。昨年中、保護者や地域の皆様には、本校の教育活動に対し多大なるご理解とご協力を賜り、誠に

有り難うございました。新年を迎えて教職員一同、気持ちを新たにして昨年以上に頑張っていきたいと思ってお

りますので、本年もどうぞよろしくお願いします。 

 さて、新型コロナウイルスが過去にない勢いで猛威を振るっています。県内でも休校や学年閉鎖、学級閉鎖を

余儀なくされる学校が増えています。毎朝、ご家庭からの電話連絡がくる度に緊張感がはしります。なんとか学

級閉鎖や学年閉鎖は避けたいという思いでいっぱいです。ご家庭でも、外食を控えるなど、特に休日の過ごし方

には気をつけていただきますようお願いします。  

本校の合唱部が第６８回ＭＢＳこども音楽コンクール音源選考会で「優秀賞」をい

ただき、１２月２５日に大阪府池田市で開催された、西日本優秀校発表音楽会に参

加しました。当日は無観客の状態で、リハーサルも１校ずつの動線が厳格に決めら

れた中での開催でした。会場入場前に近くの公園で待機していると、会津小学校合唱部のみなさんと出会いまし

た。キャプテンが会津小合唱部出身だったので、後輩のみんなへの激励の言葉をかけ、小学生の皆さんも喜んで

いました。そして、リハーサル、本番。西日本の各県からの代表校ばかりなので、当然素晴らしい歌声です。本

番前にはこちらまで緊張しました。そして無事歌いきり、インタビューを終え、ほっとしていたときです。なん

と、特別賞の「デンタルプロ賞」を受賞したと連絡が入りました。こ

の、「デンタルプロ賞」とは、「未来あるチームへ」という意味が込め

られていると聞きました。２人の部員と榎本先生の３人で日々努力を重

ねてきたことが形として実りました。当日、ピアノ伴奏を務めて頂いた

小出直子さんも、大喜びでした。  

 キャプテンの「ここからが出発です。部員を増やして頑張りたいで

す。」という言葉に頼もしさを感じました。会津小、三栖小の後輩たち

が、来年度新入部員として加入してくれることを期待します。 

＜図書委員会＞ 

 図書室に入ると、『「本の福袋」をご

用意しました』というメッセージカード

が。その周りにたくさんの福袋がありました。図書委員会のみなさんが選

書した本たちです。なかなか一工夫した取組です。 

＜福祉委員会＞ 

「クラスメイトのいいところ発見！！」という取組を、福祉委員会のみな

さんが始めています。「いいところ３０項目」を福祉委員会で考え、各ク

ラスでの学活や道徳等の時間に活用してもらおうというものです。例え

ば、たよりになる、人なつっこい、元気、思いやりがある、さわやか、勇

気がある・・・などです。マイナス言葉は人を傷つけるだけですが、人か

ら褒められると嬉しいものです。  

先日、三栖幼稚園の園児たちが学校に来

てくれました。手作りの凧をあげるのに

中学校のグラウンドを使ってもらったの

です。私も２０分ほど一緒に遊びました。 

 「中学校は凧作る？」「凧は作らんなあ」「折り紙は？」「折り紙もあ

まりしないなあ」「何しやるん？」「・・・勉強するからあまり遊ぶ時間

はないかなあ」「ふーん」「また中学校に来てね」「もっと大きなった 

らな」「・・・なるほどなるほど、まだ小さいもんな」コロナ後には、生

徒たちとの交流の機会も増やしていきたいものです。 

 

〈校訓〉 時を守り 場を浄め 礼を正す 

No.10 衣笠中学校だより 

 令和４年 １月 26日 

 田辺市立 衣笠中学校 

 日 時： ３月12日（土） 13時スタート 

      ※雨天時は13日（日）に順延 

 場 所： 会津小学校グラウンド 

 要 件： 万呂公民館区在住の小学生以上の方。 

 表 彰： 全８ホールを２巡し、個人成績により、１位～３位まで表彰します。  

 申込み： ３月８日（火）17時までに万呂公民館（25-1554）までお申込みください。 

      なお、寿会に加入されている方は、寿会で取りまとめて申込みいただきますので、 

      大峰 勝さん（22-6520）までご連絡ください。 

  

 

 グラウンドゴルフ大会を開催します！ 

 グラウンドゴルフが初めての方も、気軽にご参加いただけます！ 

是非ご参加ください！！ 

「音楽法話 ～心に太陽をくちびるに歌を～」 

関守 研悟
せきもり けんご

 

聖福寺 住職 

 

 

関守さんプロフィール 

1972年生まれ、白浜町出身。早稲田大学法学部卒

業、花園大学大学院博士後期課程卒業、文学博士

（仏教学）。コロナ禍の今こそ、心穏やかに生きる

道しるべになるようにと、「音楽法話」を各地で

行っている。 

２月16日（水） 13：30～ １時間程度  

 人権を考える集いを開催します！ DVD視聴 

「人権を考える集い」は市人権推進課が主催し、今年はオンライン配信での

開催となり、万呂公民館でも今回、DVD上映という形で開催いたします。 

 関守さんの「音楽法話」は声が美しく、聞くと心が温まる、そのような内

容となっております。是非公民館へお越しください。 

 その他： 感染症の状況によっては中止することがあります。ご了承ください。 

合唱部の快挙 

※感染症の状況によっては中止することがあります。ご了承ください。 

生徒会活動より  

園児たちの来校 



 

 

 

令和４年２月号                                                令和４年２月号 

明るい笑顔 街いっぱい運動 

【実施日時】２月１日（火）7:30～8:00 

        ３月１日（火） 7:30～8:00   

【実施場所】学校、自宅前、交差点など 

移動図書館「べんけい号」 

【日 時】２月 → 中止 

        ３月１日（火）15：05～ 

【場 所】万呂コミュニティセンター 

 ※ 貸出カードをご持参ください。 

 公民館って、どんな場所？？ 

 「郵便はがきリサイクルポスト」の設置について 
 ２月４日（金）から17日（木）まで、万呂公民館玄関前に、郵便はがきリサイクルポスト（ドラム缶）

が設置されます。皆さまから寄せられた書き損じはがきを切手等に交換し、様々な地域福祉活動に役立て

ています。回収項目は、未使用（消印を押していないもの）の書き損じはがきや余った年賀はがき、昔の

金額のはがきなどとなっています。 

 皆さまのご協力をお願いします。 

 【問合せ】田辺市社会福祉協議会（TEL：２４-８３２９） 

公民館のイベント情報やお知らせを発信しております。 

是非友だち登録をお願いします！！ 

登録方法 

①ＩＤ検索で「＠365tfmbd」を検索する。 

②右のQRコードを読み取る。 

 今回は「スマホ基本編」と「スマホ基本編＋」の２講座を

行います。「スマホ基本編」はスマートフォンを買ったもの

の、使い方がいまいち分からない、難しい。「スマホ基本編

+」はスマートフォンを買い、使ってはいるけれども、難しい

ことはできない。使いこなしたいけれど、今さら聞けない聞き

にくい。そんな方必見です！ 

 スマートフォンの基本的な操作からＬＩＮＥの使い方まで、

主事が分かりやすくお教えします！ 

スマホ基本編＋  

・写真をもっと上手に撮りたい方  

・ LINEを使ったことはあるが、 もう

少し使いこなしたい方  

14時～（定員６名） 

 スマホ講座 ２月15日（火）開催！ 

申込期間：2月７日（月）～２月10日（木）８：30～17：15 

※お申込みは、上記期間中に、公民館へお電話をいただくか、直接窓口へお越しください。 

スマホ基本編  

・スマホを購入して間もない方 

・写真の撮り方がわからない方 

・LINEを利用したことがない方 

※初歩的な内容となっております 

10時～（定員６名） 

１/17に開催したスマホ講座の様子です。 

土曜子ども教室 終了のお知らせ 

 長らく、万呂公民館で「土曜子ども教室」としてなわとびを行ってまいりました

が、感染症が拡大して以降、参加者が少なくなっておりました。 

 講師を務めてくださっている桑原先生とも相談し、１月末で教室を閉鎖することと

なりました。長らくのご愛顧、ありがとうございました。改めて３月号に特集記事を

掲載させていただきます。 

万呂公民館 

ＬＩＮＥ公式アカウント 

 平素より公民館活動にご協力を賜

り、誠にありがとうございます。今回は

公民館の役割について改めて紹介させていただこ

うと思います！ 

 公民館は、地域住民のために社会教育を推進す

る拠点施設として中心的な役割を果たしていま

す。地域住民の学びや住民同士の交流を促進し、人

づくり・地域づくりに貢献する施設、それが公民館

です。 
 

公民館の目的 

 社会教育法第20条に「公民館は、市町村その他

一定区域内の住民のために、実際生活に即する教

育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつ

て住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図

り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するこ

とを目的とする。」と規定されています。 
 

公民館の役割 

 社会教育法第22条では、上記の目的達成のため

に、講座の開設や講演会の開催、施設の貸し出し、

各種団体・機関等との連絡調整など、様々な事業を

行うこととなっています。また、公民館を表す言葉

に「つどう」「まなぶ」「むすぶ」があります。 
 

◎「つどう」 

 公民館が、趣味や教養、体力づくりなど様々な講

座や教室、講演会、スポーツ大会、文化祭などを開

催し、地域の皆さんの学習活動や交流のきっかけ

となることです。 

◎「まなぶ」 

 公民館が、趣味や教養に関する学習をはじめ、現

代的な課題の学習など、地域の様々な学習ニーズ

に対応して、学習の場や機会、情報を提供し、地域

における生涯学習活動の拠点施設として学習者を

支援することです。 
 

◎「むすぶ」 

 公民館が、その地域の歴史や文化・人材・産業な

ど地域の資源を的確に把握し、少子高齢化・過疎

化・住民意識の希薄化などの地域の課題を住民自

ら解決していけるような学習の機会や場を提供

し、地域の皆さんの様々な学習活動をつなげ、地域

づくり活動の拠点施設となることです。 
 

 つまり、公民館とは、学びを通して、

仲間づくりをし、地域の暮らしや文化

を豊かに育んでいくための地域づくり

の拠点施設です。 

 公民館では、施設の貸し出しや公民館主催イベ

ントを行っております。イベントの開催に当たっ

ては、公民館だよりや公民館公式LINEでお知らせ

しております。 

 今後とも公民館の活用、公民館活動へのご協力

をよろしくお願いいたします！ 

※感染症の状況によっては中止することがあります。ご了承ください。 

公民館LINEアカウントの登録はされていますか？ 


